
おくやみ窓口のご案内 

 

 

 

 

 

 

開設場所：刈谷市役所 1 階 おくやみ窓口 

利用時間：①午前１０時～②午後１時３０分～  

③午後３時～  

      月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 

利用方法：事前予約制(各回１組) 

     ３開庁日前までに予約してください。 

電話予約：以下のお問い合わせ電話番号へ 

LINE 予約①：まず友だち登録してから予約に進んでください。（右の①QR ｺｰﾄﾞ参照）  

（友だち登録をしていないと承認の LINE が届きません） 

②：友だち登録済の方は、右の②QR コードから予約できます。 

     申し込みの時点では、仮予約となります。               

承認の LINE が届いたら、予約が確定します。 

承認の LINE が届くのは、翌開庁日になる場合があります。 

ご注意いただくこと 

・おくやみ窓口では市役所での手続きのみをご案内しています。 

市役所以外での手続きは、ご自身でご確認くださいますようお願いいたします。 

・窓口をご利用いただける方は、刈谷市内に住民票があった故人のご遺族です。 

・おくやみ窓口の利用にあたり、事前に書類の準備を行う際、関係部署と情報を共有する 

ことをご承知おきください。 

・再来庁や担当課窓口での手続きが必要な場合があります。 

・おくやみ窓口を利用せずにご自身で各課を回り手続きをすることも可能です。 

 

 

▲②友だち登録済の
方はこちらから 

身近な方が亡くなった際には、市役所において様々な手続きが必要となります。

刈谷市ではご遺族が少しでも不安や負担なく手続きができるように「おくやみ窓口」

を開設しています。 

おくやみ窓口では、死亡届提出後の市役所での手続きが円滑にできるように 

お手伝いします。 

 

  

 

 

ＱＲコードはデンソーウェーブの登録商標です。  

 

 

お問い合わせ：刈谷市役所 市民課 おくやみ窓口 

☎０５６６－９３－５１９４ 

午前８時３０分～午後５時１５分 

月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 

 

▲市ＨＰ 

▲①友だち登録 



故人の死亡時の住民登録（住民票）が刈谷市にあった場合は、個別の「手続き案内」を死亡届 

提出後２開庁日以内にご遺族へ発送しています。 
 

手続きに必要となる主な持ち物は、以下のとおりです。 
 

※ お亡くなりになった方の状況によっては、その他必要なものまたは不要となるものが 
生じる場合があります。 

亡くなられた方のもの （お手元にあるものをお持ちください） 

１ 国民健康保険被保険者証 （国民健康保険加入者） 

２ 後期高齢者医療被保険者証 （後期高齢者医療制度加入者） 

３ 介護保険被保険者証 

４ 基礎年金番号通知書・年金手帳・年金証書 

５ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳 

６ 市役所から交付された各種受給者証 

７ そのほか受給していた高齢・障害サービス関係の利用券など 

ご遺族のもの 

８ 

来庁される方の本人確認書類 

・１点でよいもの （写真付きのもの） 

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳 など 

・２点必要なもの （氏名等が確認できるもの）被保険者証（健康保険、介護保険） 

各種年金証書、基礎年金番号通知書 など 

９ 
葬祭を行ったことがわかるもの 

（会葬礼状または葬祭費用の領収書など） 

10 

委任状 

・手続を代理の方が行う場合は、委任状が必要となります 

※ 委任状が必要となる例 

世帯主変更の届出を同一世帯員以外の方が行うとき 

葬祭費の申請を喪主以外の方が行うとき 

11 
国民健康保険被保険者証 

・亡くなられた方が世帯主で、国民健康保険に加入する世帯員がいる場合、 

加入者全員分をご持参ください 

12 預貯金通帳（相続人代表、喪主） 

13 
印鑑（届出人、相続人代表、喪主） 

※原則、自署により不要となりますが、手続によっては必要となる場合があります 

 


